
提出は郵送またはeLTAX（電子申告）でお願いします

令和８年度　市民税・都民税申告の手引き
　令和８年１月１日に武蔵野市にお住まいの方は、下記のチャートで申告不要となる方を除き、原則として令和７年中の状況の
申告が必要です。正確な税額、国民健康保険税などの算定のためにご協力をお願いします。

３月１６日（月）まで
【申告期限】

以下のチャートで、必要 にあてはまった方は、②に進んでください。
★下記に関わらず、住民税における控除のみ追加して受けたい場合（確定申告
　しない場合）は申告をしてください。

ない

ある

①介護保険、国民健康保険・後期高齢者医療保険制度に加入している方
②非課税証明書が必要な方
③保育料の算定、各種手当（教育や介護サービス関連等）の受給、助成・免除などの
　申請を予定している方

令和７年中の収入は？

（遺族年金、障害年金、失業給付金などの
非課税所得のみの方は、「ない」に進む）

以下にあてはまりますか？
あてはまる

必　要

必　要

不　要

不　要

不　要

あてはまらない

公的年金等※収入のみの方（400万円以下）

給与収入のみの方
　勤務先から市へ給与支払報告書が提出される方（勤務先に確認してください）

上記以外の方（税務署で確定申告の必要がないとされた方、20万円以下の所得が
ある方など）

①年末調整を受けていない給与がある方
②給与所得・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える方
③公的年金等※の収入が400万円を超える方、または年金収入が400万円以下でも
　それ以外の所得が20万円を超える方
④事業所得、不動産所得、譲渡所得などがあり、所得税を納める必要がある方
⑤医療費控除などがあり､確定申告をすることで所得税の還付が受けられる方　など

※所得税の確定申告が必要な方等以下にあてはまる方
詳細は武蔵野税務署（武蔵野市吉祥寺本町 3-27-1　電話 0422-53-1311）に
お問い合わせください。

税務署で所得税の確定
申告が必要な場合があ
ります。
確定申告書は国税庁
ホームページでも作成
できます。
https://www.nta.go.jp

申告書には黒インクで記入してください（筆記した文字等を消すことのできるボールペンは使用しないでください）。
記入方法は手引きの３～４ページをご覧ください。eLTAX（電子申告）については③もご覧ください。

①　申告が必要か確認する

②　必要書類を用意し、申告書の作成をする

申告者本人の
番号確認書類及び身元確認書類

給与・公的年金等の収入 源泉徴収票（源泉徴収票がない場合は給与明細書など）

収入金額や必要経費が分かる帳簿や領収書など

控除証明書または領収書など（国民年金保険料についてはコピー不可）

控除証明書（コピー不可）

医療費控除の明細書または医療費のお知らせ（コピー不可）

障害者手帳、障害者控除対象者認定書等

対象の親族が国外に居住の場合、親族関係書類と送金関係書類

寄附した団体などから交付された寄附金の証明書など（コピー不可）

学生証、在学証明書など

セルフメディケーション税制の明細書

次の１～３いずれかの書類をご用意ください（※郵送提出の際はコピーを同封）。

１　マイナンバーカード（両面コピー）
２　通知カード（記載された氏名・住所等が住民票の内容と一致している場合のみ）と本人確認書類※
３　マイナンバーが記載された住民票・住民票記載事項証明書と本人確認書類※
※本人確認書類の例：運転免許証、旅券（パスポート）、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、
愛の（療育）手帳、在留カード、特別永住者証明書、資格確認書（コピーの保険者番号及び被保険者
等記号・番号部分を塗りつぶしてください）など

その他の収入

社会保険料控除

生命保険料・地震保険料控除

医療費控除

セルフメディケーション税制
（医療費控除との選択適用）

障害者控除

配偶者控除・扶養控除

寄附金税額控除

勤労学生控除

本
人
確
認

収
入

控
除

項目 必要なもの

③へ進む

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

③　申告書・添付資料を提出する

２月 16 日（月）～３月 16 日（月）
※土・日曜、祝日は除く
午前９時 30 分から正午

午後 1 時から午後４時 30 分

市役所本庁舎西棟（４１１会議室）
JR 三鷹駅北口よりバス①番乗り場

田無橋場・北裏・武蔵関駅行き乗車　約 15 分
　　※昨年の申告会場と異なりますのでご注意ください。

２月 2５日（水）
午前９時 30 分から正午
午後１時から午後４時

スイングスカイルーム（武蔵野スイングビル10階）
JR 武蔵境駅北口より　徒歩２分　武蔵野市境 2-14-1

日時 場所
申告会場　※市民税・都民税の eLTAX（電子申告）についての作成補助やご相談は申告会場では受け付けておりません。

本会場

出張受付会場

申告会場は大変混雑することが予想されます。
郵送または eLTAX（電子申告）のご利用をお勧めします。

★郵送での提出

同封の返信用封筒でご提出ください。

★eLTAX（電子申告）

令和８年度より、市民税・都民税の申告について、スマートフォンやパソコンからマイナンバーカードを利用して、
eLTAX（エルタックス）のホームページ、マイナポータル及び市のホームページを経由する電子申告がはじまりました。
詳細については、右記二次元コードから、住民税のページをご確認ください。

→市民税・都民税申告は、国民健康保険税の算定や軽減、非課税証明書の発行など、市の各種サービスの資格判定などにも
　幅広く使われています。そのため、所得の有無にかかわらずできる限り申告してください。
　所得がなかった方は、手引き３ページに記入方法の説明があります。

→①記入済みの申告書のコピー②切手を貼った返信用の封筒（住所・氏名明記）を同封してください。
　申告受付書が必要な場合も、同様に返信用の封筒を同封してください。

→市民税・都民税が課税になった方には、６月初旬にご自宅へ税額の通知を郵送します（給与から徴収する方は、５月中旬に
　お勤め先に通知をお送りします）。市民税・都民税が非課税の場合は、納税通知書は送付していません。

→市民税・都民税の申告が必要な場合があります（例えば、公的年金等の収入金額400万円以下で公的年金等に係る雑所得
　以外の所得金額があるが、20万円以下である /控除の申告をすることで、市民税・都民税が減額になるなど）。判断に迷う場合は、
　市民税課までご相談ください。

武蔵野市財務部市民税課　〒１８０-８７７７　武蔵野市緑町２-２-２８　　
　　　　　　　　　　　　　 電話０４２２-６０-１８２３

1 2

納税通知書はいつ頃届きますか？

申告書の控えをもらうことはできますか？

税務署で確定申告の必要がないと言われました。市民税・都民税の申告は必要ですか？

昨年収入がなかった人も、申告する必要がありますか？

おもて面

医療費の領収書の添付は不要です。

★収入、控除の書類は令和７年中のもの

（市民税・都民税申告は）
不　要

★医療費控除の明細書について

   医療費控除の適用を受けるためには、医療費控除の明細書、医療費のお知らせ【医療保険者から交付を受けたもの
（明細の記載を省略する場合）】の添付が必要です。医療費の領収書は添付せず、ご自宅で５年間保管してください。
　医療費控除の明細書は、武蔵野市ホームページよりダウンロードできます（市役所窓口等でもお配りしています）。

【個人住民税の電子申告について】

※その全部が源泉徴収の対象となる場合に限ります。

【令和８年度（令和７年分）個人住民税の申告】



令和　 年度 （令和　 年分）　市民税・都民税　申告書　　 ８ 　　　　　７

現住所
武蔵野市長殿

（受付印）

提出年月日

生年
月日

世帯主
の氏名

世帯主
との続柄

合　計

新生命保険料の計417

社会保険の種類 支払った保険料

明 ・ 大 ・ 昭
平 ・ 令

年 月 日
氏　名

⑬
社会保険料
控　　　除

⑮
生命保険料
控　　　除

⑳　　　　
障害者控除

個人番号
（マイナンバー）

営業等 ア 901

イ 902

ウ 904

エ 905

オ 906

カ 308

キ 310

ク 925

ケ 911

コ 913

サ 914

シ 915

① 301

② 302

③ 304

④ 305

⑤ 306

⑥

⑦

⑧ 325

⑨ 311

⑩

⑪

⑫ 505

⑬ 403

農　業

不動産

利　子

配　当

給　与

一　時

公的年金等

業　務

その他

短　期

長　期

事
業

事
業

雑

営業等

農　業

不動産

利　子

配　当

給　与

公的年金等

総合譲渡・一時

業　務

その他

合計（①から⑥までの計＋⑩＋⑪）

社会保険料控除

⑭ 404

422

443

小規模企業
共済等掛金控除

⑮生命保険料控除

⑯地震保険料控除
⑰〜
⑱寡婦、 ひとり親控除
⑲〜
⑳
㉑〜
㉒

勤労学生、 障害者控除

配偶者 （特別） 控除

㉓扶養控除

㉔特定親族特別控除

㉕基礎控除

㉖⑬から㉕までの計

㉗ 401雑損控除

㉘ 402医療費控除

㉙合計 （㉖＋㉗＋㉘）

合計（⑦＋⑧＋⑨）

雑

総
合
譲
渡

配
偶
者

続
柄

区
分

１　

収
入

金
額
等

２　

所
得
金

額

４　

所
得
か

ら
差
し

引
か
れ
る

金
額

㉓
〜
㉔　

扶
養
控
除 

・ 

特
定
親
族
特
別
控
除

整理番号

業種又は職業

電話番号

・　　　・

・　　　・

・　　・

円

円

円

旧生命保険料の計407
円

新個人年金保険料の計418
円

旧個人年金保険料の計408
円

介護医療保険料の計419
円

地震保険料の計

別居の扶養親族等がいる場合には、 裏面 「12」 に氏名、 個人番号、 住所
及び国外居住者である場合は区分を記入してください。

当該親族等が特定親族である場合には、 「特親」欄に○を記入してください。また、控除額も記入してください。

地方税法附則第４条の５の規定の適用を選択する場合には、 「医療費控除」
欄の「区分」の□に「１」と記入してください。

「個人番号」 欄には、 個人番号 （行政手続における特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。 ）
を記載してください。

（学校名）

氏名

障害の

程　度

個人番号

ひとり親

控　　除

⑯
地震保険料控除

⑰〜⑲
寡婦控除、
ひとり親控除、
勤労学生控除

㉑〜㉒
配偶者控除 ・
配偶者特別
控除 ・ 同一
生計配偶者

412

509 配偶者の
合計所得金額

フリガナ

円

旧長期損害保険料の計411
円

円

円 円 円

万円

万円

万円

万円

級
度

個人番号

生年月日

生年
月日

同居 ・ 
別居の
区分氏名

控除額

同居

別居

フリガナ

令和8年1月1日
現在の住所

フリガナ

死別　　 生死不明

離婚　　 未帰還

⑰　　　寡婦控除 ⑲　　　勤労学生控除⑱

１

氏名

障害の

程　度

個人番号

フリガナ
級
度

２

１

３　所得から差し引かれる金額に関する事項

５　給与・公的年金等に係る所得以外（令和８年４月１日）
　において６５歳未満の方は給与所得以外） の市民税・都民税
　の納税方法

明 ・ 大 ・ 昭
平 ・ 令

明 ・ 大 ・ 昭
平 ・ 令

・　　・

個人番号

生年
月日

同居 ・ 
別居の
区分氏名

控除額

同居

別居

フリガナ

２

明 ・ 大 ・ 昭
平 ・ 令

・　　・

個人番号

生年
月日

同居 ・ 
別居の
区分氏名

控除額

同居

別居

フリガナ

３

明 ・ 大 ・ 昭
平 ・ 令

・　　・

個人番号

生年
月日

同居 ・ 
別居の
区分氏名

控除額

同居

別居

フリガナ

４

明 ・ 大 ・ 昭
平 ・ 令

損害の原因 損害年月日 損害を受けた資産の種類

損害金額 保険金などで補填される金額 差引損失額のうち災害関連支出の金額

円 円 円

支払った医療費等 保険金などで補填される金額 415　医療費実質負担額

1６
歳
未
満
の
扶
養
親
族

(
控
除
対
象
外
)

・　　・

同一生計配偶者 （控除
対象配偶者を除く。 ）

㉗
雑損控除

㉘
医療費控除

　 給与から差引き（特別徴収） 　  自分で納付（普通徴収）

特
親

続

柄
・　　・

個人番号

生年
月日

同居 ・ 
別居の
区分氏名

氏名

氏名

同居

別居

フリガナ

１

続

柄
・　　・

個人番号

生年
月日

同居 ・ 
別居の
区分

同居

別居

フリガナ

２

続

柄
・　　・

個人番号

生年
月日

同居 ・ 
別居の
区分

同居

別居

フリガナ

３

氏名

個人番号

フリガナ

職員

記載欄

控対配
（同配）

特定
扶養

その他
扶養

16歳
未満

有
内
老

人 人 人 人 内同 人 人 人 人 人

特親
控除

老人扶養 障害扶養
内同 特別 普 特障 他障未

成
年

乙
欄 特 普 有

寡
婦

勤
学

ひ
と
り

本人障害
配 その他
専従者 申告区分

青 白

本人専従 徴収

青 白

所得金額
調整控除

続
柄

特
親

続
柄

特
親

続
柄

特
親

平 ・ 令

平 ・ 令

平 ・ 令

６  給与所得の内訳

10  総合譲渡・一時所得の所得金額に関する事項

11  事業専従者に関する事項 13  事業税に関する事項

12  別居の扶養親族等に関する事項

14  寄附金に関する事項

15  所得金額調整控除に関する事項

７  事業・不動産所得に関する事項

８  配当所得に関する事項

９  雑所得（公的年金等以外）に関する事項

月 日　給

賞与等

月　収 所得の種類

法人番号又は
所在地

非課税所
得など

前年中の
開廃業

損益通算の
特例適用前の
不動産所得

事業用
資産の
譲渡損
失など

収入金額 必要経費 青色申告特別控除額

円 円 円 円 円

円

円 円

円 円

円 円 円 円 円イ

ロ

ハ

円所得金額

資産の種類

損失額、被災損失額（白）

円

円

円

日給などの給与所得のある人で、源泉徴収票の
ない人は記入してください。

　右上のイの金額を表面のコに、 ロの金額を表面のサに、 ハの金額を表面のシに記入してください。

　右のニの金額を表面の⑪の所得金額欄へ記入してください。

勤務
日数

支払者の 「名称」 及び
「法人番号又は所在地」等

配当所得
の種類

種　目 収入金額

収入金額

必要経費

必要経費 特別控除額

支払者の 「名称」 及び
「法人番号又は所在地」等

差引金額
（収入金額－必要経費）

所得金額
（差引金額－特別控除額）

支払者の 「名称」 及び
「法人番号又は所在地」等

国外株式等に係
る外国所得税額

支払確定年月

・

・

・

・

収入金額 必要経費

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

１

合　計

勤務先名

電話番号

総合譲渡
短　期

長　期

一　時

ニ　合計　イ＋〔（ロ＋ハ）×1/2〕

続柄

続柄

・　　・

個人
番号

生年
月日

生年
月日

専従者給与
（控除） 額氏名

フリガナ

明 ・ 大 ・ 昭

平 ・ 令

・　　・
明 ・ 大 ・ 昭

平 ・ 令

従事
月数

２
続柄 ・　　・

個人
番号

生年
月日

専従者給与
（控除） 額氏名

フリガナ

明 ・ 大 ・ 昭

平 ・ 令

従事
月数

３
続柄

住所

所得税における青色申告の承認の有無 承認あり 　・　 承認なし 合計額

開始　・　廃止

月 　　　　日

他都道府県の事務所等

・　　・

個人
番号

個人
番号

生年
月日

個人
番号

国外
居住

専従者給与
（控除） 額氏名

氏名

フリガナ

フリガナ

氏名

フリガナ

明 ・ 大 ・ 昭

平 ・ 令

従事
月数

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　 □障害者
□38万円以上の支払

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　 □障害者
□38万円以上の支払

□配偶者
□30歳未満又は70歳以上
□留学　 □障害者
□38万円以上の支払

２ 住所個人
番号

国外
居住氏名

フリガナ

３ 住所個人
番号

都道府県、 市区町村分
（特例控除対象）

住所地の共同募金会、 日赤支部分・都道府県、 
市区町村分（特例控除対象以外）

国外
居住氏名

フリガナ

都道府県
条例指定分

市区町村

級
度

別居の場合
の住所

特別障害
者に該当
する場合

　支出した寄附金に応じて、各欄にそれぞれ寄附した金額を記入してください。ただし、認定特
定非営利活動法人及び特例認定特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に対する寄附金に
ついては、上欄に記入せず、別途「寄附金税額控除申告書（二）」を提出してください。

添付資料　有　･　無

受付 点検 総点番号提供 本人確認 番号確認 代理・使者 国外親族 国外送金

受  ・  不 済  ・  未 済  ・  未 代  ・  使 済  ・  未 済  ・  未

3 4

「○25○26○29 の記入は無くても可です。
［注１］合計所得金額：「２ 所得金額」の「合計⑫」欄の総所得と山林・分離課税所得を合計した金額
［注２］総所得金額等：［注１］から、純損失、雑損失の繰越控除をしたもの

ステップ ① A. 住所、氏名、電話番号などを記入する

B. 収入がなかった方、非課税所得のみだった方

※すでに印字がある箇所は記載不要です。（誤り等がある場合には訂正してください）

「合計⑫」の金額欄に「０」と記入してください。
収入がなかった方の例
　・扶養、仕送りされていた方
　・非課税所得（遺族年金・障害年金・失業給付金・育児休業給付金など）のみだった方
　・預貯金、借入れで生活していた方
　・生活保護を受給していた方

C. 収入があった方

収入欄に令和７年中に確定した収入金額、所得欄に収入から経費を差し引
いた金額、申告書裏面「７  事業・不動産所得に関する事項」に内訳を記入。
※個別に必要経費の計算が必要。
※経費の明細書類を添付。

ア． ①営業等：
イ． ②農業
ウ． ③不動産

ステップ②　収入について記入する。

オ． ⑤配当：上場株式等の配当金については確定申告をすると市民税・都民税でも合計所
　　　　　　得金額に算入されます。その後の修正申告や更正の請求においてその選択を
　　　　　　変更することはできません。
　　　　　　なお、一般株式の配当金は申告が必要です（裏面「８　配当所得に関する事項」
　　　　　　に記入）。

カ． ⑥給与：令和７年分の源泉徴収票を添付､源泉徴収票に記載されていない収入を追加で
　　　　　　申告する場合は合計額での記入が必要（「カ」に収入額を記入／「⑥」の記入は無
　　　　　　くても可）。
　　　　　　※源泉徴収票がない場合は､勤務先にご確認ください｡手に入らない場合には
　　　　　　　申告書裏面「６　給与所得の内訳」に内訳と勤務先情報を必ず記入。

雑：以下⑦⑧⑨の３種類に分かれています。
　　キ． ⑦公的年金等（遺族・障害・福祉年金は除く）
　　　　令和７年分の源泉徴収票を添付､源泉徴収票に記載されていない年金収入を追加で
　　　　申告する場合は合計金額での記入が必要（「キ」に収入額を記入／「⑦」の記入は無く
　　　　ても可）。
　　ク． ⑧業務（原稿料、講演料、食料品の配達など）
　　ケ． ⑨その他（生命保険個人年金など）
　　　　　収入欄に令和７年中に確定した収入金額、所得欄に収入から経費を差し引いた
　　　　　金額を記入。申告書裏面「９　雑所得（公的年金等以外）に関する事項」に内訳
　　　　　を記入。
　　　　　※種目ごとに必要経費の計算が必要。
　　　　　※生命保険個人年金は、保険会社の作成する申告用の資料に必要経費が記載さ
　　　　　　れています。

シ． ⑪一時：収入額から必要経費と特別控除（最高50万円）を差し引き、２分の１にした
　　　　　　金額を所得欄に記入。申告書 裏面「10  総合譲渡・一時所得の所得金額に関
　　　　　　する事項」に内訳を記入。

☆控除について詳細はホームページをご覧ください。

D. 所得から差し引かれる金額

G. 所得から差し引かれる金額（雑損控除、医療費控除）

○27 雑損控除：おもて面左下○27 には本人や生計同一の親族が受けた災害・盗難などによる損失額などを
　　　　　　記入（おもて面右下の○27 の記入は無くても可）。
　　　　　　※損害の証明書類を添付。

ステップ③　控除について記入する。

○28 医療費控除：以下（１）（２）いずれかを選択｡いずれの場合もおもて面左下の「○28 医療費控除」の
「415　医療費実質負担額」に金額を記入。おもて面 右下の「医療費控除○28　402」には
金額は記載しないでください。

　　　　　　（１）医療費控除
　　　　　　　　　本人や生計同一の親族のために支払った医療費の支払額を記入した医療費控除の
　　　　　　　　明細書※を作成して添付。医療費の領収書の添付や提示では控除を受けられません。
　　　　　　　　※明細書には、治療を受けた方の氏名、支払額、医療機関・薬局名を記入してくだ
　　　　　　　　　さい。医療保険者から交付された医療費のお知らせ（原本）を添付すると、その
　　　　　　　　　分の明細を記入省略できます。
　　　　　　（２）セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）
　　　　　　　　おもて面右下の「医療費控除○28」のところにある「区分」の「□」に「１」と記入して
　　　　　　　　ください。おもて面右下の「医療費控除○28　402」に金額の記載はしないでください。
　　　　　　　　　健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組※を行っている方が、本人や生計
　　　　　　　　同一の親族のために特定一般用医薬品等を購入した金額を記入。セルフメディケー
　　　　　　　　ション税制の明細書を添付。
　　　　　　　　※特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査及びがん検診

⑳障害者控除：本人が障害者手帳などを交付されている場合、おもて面左上の⑳に本人の氏名、「障害
の程度」欄に手帳の種類と等級を記入。65歳以上の方で、障害者控除対象者の認定書の
交付を受けた方（市役所高齢者支援課へ申請）も控除対象になります（おもて面右下
の障害者控除の記入は無くても可）。

⑲勤労学生控除：本人が大学等の学生で、①令和７年の合計所得金額［注１］が 85万円以下で②給与所
得等以外の所得が 10 万円以下の場合、おもて面左上の勤労学生控除の左の「□」に
チェック（✔）して令和７年12月31日時点の学校名を記入。学生証などのコピーを添
付（おもて面右下の勤労学生控除の記入は無くても可）。

⑰寡婦控除：夫と離婚し子以外の扶養親族がいる女性や､夫と死別したのちに婚姻していない女性のうち、
令和７年の合計所得金額［注１］が500万円以下の方はおもて面左上の寡婦控除および「死
別」もしくは「離婚」の左の「□」にチェック（✔）してください（おもて面 右下の寡
婦控除の記入は無くても可）。

⑱ひとり親控除：生計同一の子（令和７年の総所得金額等［注２］が 58万円以下）がいる方で､令和７
年の合計所得金額［注１］が500万円以下の単身者は､おもて面左上の「ひとり親控除」
の左の「□」にチェック（✔）してください（おもて面 右下のひとり親控除の記入
は無くても可）。

●以下の条件※にあてはまる方について配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・特定親族特別控除
の適用をうける場合、または、扶養親族が16歳未満である場合は、おもて面 左「○21」～「○24」または
「16 歳未満の扶養親族」に該当者の氏名、生年月日、同居別居の別、続柄、マイナンバーを記入して
ください。
●別居の場合は申告書裏面「12  別居の扶養親族等に関する事項」にも氏名・住所を記入してください。
●同一生計配偶者がいる場合、「同一生計配偶者」の左の「□」にチェック（✔）してください。
●配偶者の所得が58万円超133万円以下のときは「509　配偶者の合計所得金額」にも記入してください。
※・生計同一の配偶者について…令和７年の合計所得金額［注１］が133万円以下
　・生計同一の親族について…令和７年の合計所得金額［注１］が58万円以下
●障害者手帳などを交付されている場合には、障害の程度などを上の「⑳」に氏名とともに「本人」
の場合の例にならって記入してください。
●特定親族である場合のみ「○23～○24 扶養控除・特定親族特別控除」の特親欄に「○」を記入し、控除
額欄に控除額を記入してください。
☆控除額の確認方法：特定親族の合計所得金額（給与収入金額）を確認し、左記の控除額一覧から該
当する金額を記入してください。
※特定親族の対象…令和７年の合計所得金額［注１］が58万円超123万円以下
　（ おもて面 右下の「配偶者（特別）控除」「扶養控除」「特定親族特別控除」の記入は無くても可）
●扶養控除などの適用を受けない場合でも、給与収入額が850万円を超え、以下のいずれかの条件を
満たす方を扶養する場合は、申告書 裏面「15　所得金額調整控除に関する事項」に該当者の氏名な
どの記入をしてください（申告書おもて面への記入はしないでください）。
　・23歳未満（平成15 年１月２日以降生）の扶養親族
　・特別障害者である同一生計配偶者
　・特別障害者である扶養親族
●国外に居住する親族を扶養する場合には別途証明書類が必要です。

E. 所得から差し引かれる金額（寡婦、ひとり親、勤労学生、障害者の控除）

F. 所得から差し引かれる金額（扶養している親族等）

H. 給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・都民税の納税方法
　給与や公的年金等以外の所得にかかる住民税の納税方法について、希望がある場合には該当の
　「□」にチェック（✔）をつけてください。

I. 寄附金に関する事項
　該当する各項目に寄附した金額を記入してください。武蔵野市の条例指定団体は、東京都と同
　じです。寄附先から交付された証明書などを添付してください（コピー不可）。

ステップ④　そのほか該当する項目を記入する。

裏面

裏面

★訂正する場合は記入例にならって、訂正する文字を二重線で抹消し、
　上の欄など余白に適宣記入してください。

記入例

以下、収入・控除に関して添付資料に記載されている情報は、申告書に転記不要です。

★F特定親族特別控除

特定親族の
合計所得金額

⑭小規模企業共済等掛金控除：控除証明書を添付（コピー不可）。

⑬社会保険料控除：添付する源泉徴収票に記載されていない自分で納めた健康保険料、国民健康保
険税、後期高齢者医療保険料、雇用保険料、介護保険料、厚生年金保険料、国
民年金保険料などの支払金額。内訳を おもて面 左上の⑬「社会保険料控除｣に、
合計額を おもて面 右下「社会保険料控除⑬｣に記入。

　　　　　　　　　※国民年金保険料は、支払額の証明書類を添付（コピー不可）。

⑮生命保険料控除：控除証明書を添付（コピー不可）。おもて面 右下の⑮の記入は無くても可

⑯地震保険料控除：控除証明書を添付（コピー不可）。おもて面 右下の⑯の記入は無くても可

おもて面右下の
小規模企業共済等掛金控除⑭に記入

C

F

F

I

A

B

C

G

D

D

E

F

H

E
F

営業等 ア 901

イ 902

ウ 904

エ 905

オ 906

カ 308

キ 310

ク 925

ケ 911

コ 913

サ 914

シ 915

農　業

不動産

利　子

配　当

給　与

一　時

公的年金等

業　務

その他

短　期

長　期

事
業

雑

総
合
譲
渡

１　

収

入

金

額

等

円

70,000
80,000

令和７年１月１日から12月31日までの状況についてステップ①〜④にしたがって
記入してください。

おもて面

裏面

控除額

【控除額一覧】

58万円超 95万円以下 123万円超 160万円以下 45万円

95万円超 100万円以下 160万円超 165万円以下 41万円

100万円超 105万円以下 165万円超 170万円以下 31万円

105万円超 110万円以下 170万円超 175万円以下 21万円

110万円超 115万円以下 175万円超 180万円以下 11万円

115万円超 120万円以下 180万円超 185万円以下 6万円

120万円超 123万円以下 185万円超 188万円以下 3万円

収入が給与だけの
場合の収入金額（　　　　　　 ）

特定親族（19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万
円超123万円以下の者）についても段階的に控除を受け
られます。

※この手引きは書面で申告することを想定しています。
　eLTAX（電子申告）はこれとは異なりますのでご注意ください。


